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令和４年度第５回朝来市教育委員会 定例会議録 

 

１ 日  時 令和４年８月 22日(月) 

       開会 午前 10時 00分  閉会 午前 10時 48分 

 

２ 開会宣言 

 

３ 会議録署名委員の指名         （足立委員）（桑田委員） 

 

４ 会議録の承認 

  令和４年度第４回会議録署名委員    （青田委員）（足立委員） 

 

５ 教育長報告 

 

６ 議事 

   議案第 14号 令和５年度使用教科用図書の採択について 

   議案第 15号 朝来市保育等資格・免許取得支援補助金交付規程の一部を改正する 

          規程について 

 

７ 報告事項 

   （１）令和４年度教育委員会学校訪問日程について 

   （２）小・中学校 運動会・体育祭・体育大会の日程について 

   （３）教育委員会行事予定について 

   （４）次回教育委員会の日程について 

      日時：令和４年９月 27日（火）午前 10時 00分 

      場所：朝来市役所 本庁舎 403会議室 

 

８ 閉会 

 

９ 出席委員 教 育 長 千歳 誠一郎 

       教育長職務代理者 青田 勉 

       委      員 桑田 まゆみ 

       委      員 足立 武裕 

       委      員 髙内 祥子 
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10 出席職員 教育部長           宮崎 隆史 

       学校教育課課長        松本 昭浩 

       こども育成課課長       夜久 隆亮 

       学校給食センター所長     今井 謙一 

       学校教育課課長補佐      南光 政之 
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朝来市教育委員会会議録 

令和４年度第５回定例委員会（令和４年８月 22日） 

開会  午前 10時 00分 

○ 千歳教育長 

 それでは、ただいまから令和４年度第５回朝来市教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日は、４名の委員の出席でございますので、会議は成立しております。 

 本日の会議に出席する職員は、宮崎教育部長、松本学校教育課長、夜久こども育成課長、

今井学校給食センター所長、南光学校教育課課長補佐、以上５名でございますので、よろし

くお願いします。 

 次に、次第３、会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員には、足立委員と桑田委員にお願いします。 

 次に、次第４、会議録の承認に移ります。令和４年７月 27日に開催いたしました令和４年

度第４回朝来市教育委員会定例会の会議録につきましては、委員の皆様に事前に配付してお

りますけれども、何かお気づきの点等はございませんでしょうか。 

 ないようでございますので、前回の会議録は原案のとおり承認することに御異議ございま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

○ 千歳教育長 

 それでは、第４回定例会の署名を青田委員と足立委員にお願いします。 

（会議録署名） 

○ 千歳教育長 

 ありがとうございました。次に、次第５の教育長報告に移ります。事務局から報告をお願

いします。 

○ 松本学校教育課長 

 資料説明 

○ 千歳教育長 

 報告が終わりました。御質問等はございませんでしょうか。 

 ないようでございますので、教育長報告は終わります。 

次に議事に入りたいと思います。 

 まず、議案第 14号 令和５年度使用教科用図書の採択について、学校教育課から説明をお

願いいたします。 

○ 松本学校教育課長 

 議案第 14号 令和５年度使用教科用図書の採択について、説明させていただきます。 

 毎年、教科用図書の採択ということで、審議をお願いしております。 

教科用図書の採択ですが、児童生徒が学校で使用する教科書を採択する権限は、公立の小・
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中学校では、その学校を設置する市町の教育委員会になります。ですので、朝来市立の小学

校、中学校で使用する教科書は、朝来市教育委員会が採択することになります。ただし、但

馬地区では、共同採択という方式をとっていますので、但馬の３市２町で「但馬教科用図書

採択地区協議会」を組織しています。そして、同じ教科書を採択することとなっています。 

本日、資料としてお配りしています一覧表が、令和５年度に使用する教科用図書となって

います。 

教科書は、４年ごとの大規模な改定に合わせて、「採択替え」を行いますので、採択替え

をした年から４年間は、同一の教科書を採択することとなります。 

小学校の教科書は、令和元年度に採択替えがあったので、令和２年度から令和５年度まで

の４年間、同じ教科書を使用します。中学校の教科書は、令和２年度に採択替えがあったの

で、令和３年度から令和６年度まで同じ教科書を使用します。 

整理しますと、朝来市立小学校・中学校で使用する教科書は、但馬地域で共同採択方式を

とっているので、採択地区協議会の協議結果に基づいて、但馬地域で同じ教科書を採択する

こととなります。 

また、採択替えから４年間は、同じ教科書を使用するので、本日お配りした資料のとおり、

昨年度と同じ教科書を採択することにつきまして、本日の定例教育委員会にお諮りするもの

です。 

なお、本日お配りした資料ですが、現時点では未公開資料となっていますので、会議終了

後に回収させていただきますので、机の上に置いておいてください。 

但馬地域の他の市町の教育委員会では、これから採択が行われるところもありますので、９

月以降に但馬３市２町一斉公開となる予定です。それまでは、取扱いにご留意くださいます

ようお願いいたします。 

 以上で、議案第 14 号 令和５年度使用教科用図書の採択についての説明とさせていただ

きます。 

○ 千歳教育長 

 令和５年度使用教科用図書の採択についての説明が終わりました。御質問等はございませ

んでしょうか。 

 ないようでございますので、この件は異議なしと認めまして、議案第 14号 令和５年度使

用教科用図書の採択については、原案のとおり承認いたします。 

 次に、議案第 15号 朝来市保育等資格・免許取得支援補助金交付規程の一部を改正する規

程について、こども育成課から説明をお願いします。 

○ 夜久こども育成課長 

 議案第 15 号 朝来市保育等資格・免許取得支援補助金交付規程の一部改正についての説

明をさせていただきます。 

 資料４ページを御覧ください。 
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 本規程につきましては、幼稚園教諭免許の取得や更新、保育士資格の取得の際に必要とな

る経費の一部を補助する内容となっております。令和４年６月 11 日に教育公務員特例法及

び教育職員免許法の一部を改正する法律等の施行についてというものが発表されまして、幼

稚園教諭免許の更新制が発展的に解消されることとなりました。この法律改正を受けまして、

教育職員免許法施行令の一部を改正する政令が令和４年７月１日に施行されています。これ

を受けまして朝来市におきましても、幼稚園教諭免許の更新の際に必要となる経費の一部を

補助する制度を設けておりましたが、これが必要なくなったということですので今回削除し

ようとするものです。 

 また、本規程につきましては教育委員会規程としておりましたが、補助金の交付決定に関

しては市長に属する事務であることから、今回の改正に合わせ教育委員会を市長に修正する、

このような改正を行っております。 

 資料５ページ、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。 

 第２条では、幼稚園教諭免許の更新に係る経費を補助対象にしておりましたが、免許更新

が必要なくなったことから、その部分を削除しております。 

 第３条第３号につきましても、幼稚園教諭免許の更新に係る内容であるため第３号を削除

しております。 

 第５条におきましても、幼稚園教諭免許の更新に係る内容を削除しております。 

 資料は５ページと６ページにわたってなんですけれども、第６条から第８条につきまして

は、補助金交付決定等に係ります事務を教育委員会が行うこととしておりましたが、補助金

に係る事務は教育委員会に委任されていないため、市長に改める内容としております。 

 次に様式ですが、資料は７ページから１１ページになります。表の中の補助の内容におい

ての部分になりますけれども、認定こども園における幼稚園教諭免許状更新、これを全ての

様式で削除しております。また、交付申請先及び交付決定者等を教育委員会から市長に修正

を行っております。 

 なお、資料９ページになりますけれども一部訂正をお願いしたいと思います。新旧対照表

の右側になりますけれども更新後になりますが、表の一番下の添付書類のところですが、資

格取得または免許状更新を証する書類となっておりますが、または免許状更新、これにつき

ましては必要がなくなるため削除が必要となります。大変申し訳ございません。この部分の

削除をお願いしたいと思います。 

 以上のような形で、国の免許状更新の制度が解消されたことに伴いまして今回改正をして

いる内容となっております。 

 最後に施行日ですけれども、公布日施行ということで取扱いをさせていただきたいと思い

ます。 

 以上、議案第 15号 朝来市保育等資格・免許取得支援補助金交付規程の一部改正について

の説明とさせていただきます。 
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○ 千歳教育長 

 説明が終わりました。御質問等はございませんでしょうか。 

 ないようでございますので、この件は異議なしと認めまして、議案第 15号 朝来市保育等

資格・免許取得支援補助金交付規程の一部を改正する規程については、原案のとおり承認い

たします。 

 本日の議事は以上でございます。続きまして、報告事項に入りたいと思います。 

 まず、報告（１）令和４年度教育委員会学校訪問日程について、学校教育課から報告をお

願いします。 

○ 松本学校教育課長 

 報告（１）令和４年度教育委員会学校訪問日程について、説明をさせていただきます。 

 資料の 12ページを御覧ください。 

 毎年、教育委員の皆様にお世話になっている、学校訪問を今年度も実施します。 

資料の訪問実施日一覧のとおり、各学校と日程調整を行いました。 

御覧のとおり、９月 15日（木）の朝来中学校から 11月 22日（火）の竹田小学校までそれ

ぞれ実施日を記載していますので、委員の皆様のご出席をお願いします。 

13ページの右側に訪問日程を記載しています。 

例年のとおり、９時 15分から始めて、２校時、３校時の授業を参観してもらいます。参観

終了後に意見交換を行い、11時 50分頃に終了予定としています。 

どうしても都合が悪い場合や、急きょ欠席される場合は、学校教育課までご連絡ください。 

 以上、報告（１）令和４年度教育委員会学校訪問日程についての説明とさせていただきま

す。 

 ○ 千歳教育長 

 報告説明が終わりました。御質問等はございませんでしょうか。 

 今、課長が申し上げましたけれども、学校行事との絡みもありまして日程が詰まっており

ますけれども、極力御出席をよろしくお願いしたいと思います。それから、意見交換でござ

いますけれども、できるだけ時間を確保したいと思っております。昨年度の研修で学校教育

課の福田課長補佐が学校訪問のポイントについてお話をしたと思います。そういうことも含

めまして限られた時間でございますけれども、有意義な学校訪問にしたいと思っております

のでよろしくお願いします。 

○ 委員 

 まだコロナの感染者が多いという状況です。昨年は小中学生でそんなにコロナの感染者も

出ていなかった状況で学校訪問をさせていただいたと思いますが、今年はどのような対策を

取られて学校訪問を実施されるのか。それから、私たちもどのような心構えで行けばいいの

か、そのあたりを教えていただけますか。 

○ 松本学校教育課長 
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 学校では授業中もコロナの感染対策は十分にしておりますので、我々がしっかりと感染対

策をしながら学校を訪問する必要があると思います。当然ですけれども、マスクの着用、手

指消毒など、しっかりと感染対策をして行きたいと思っております。 

○ 委員 

 昨年までフェイスシールドを配られて、マスクを着用していたと思うのですが、もう必要

ないのでしょうか。 

○ 学校教育課 

 マスクの着用のみで訪問することを考えています。 

○ 委員 

 それから教室の中には入れるでしょうか。児童や生徒と距離を取ることはされないのです

か。 

○ 松本学校教育課長 

 基本的には昨年と同じスタイルで教室に入っていただいて授業を見ていただきます。コロ

ナの感染状況にもよりますが、マスクを着用していれば児童生徒に近づいて見てもらうこと

も可能と思っています。 

○ 千歳教育長 

 御心配なのは分かりますけれども、学校も十分対応をやっておりますし、実際現場を見ら

れて、もしもお気づきの点があれば、意見交換の時間にでも言ってもらったらと思っており

ます。 

 次に、報告（２）朝来市小・中学校の運動会・体育祭・体育大会の日程について、学校教

育課から報告をお願いいたします。 

○ 松本学校教育課長 

 それでは、報告（２）小・中学校の運動会・体育祭・体育大会の日程について、資料の 14

ページを御覧いただきたいと思います。 

 令和４年度の各学校の実施予定日を記載しています。 

中学校は４校とも９月 10日（土）の午前中、小学校は９月 17日（土）から 24日（土）に

集中していますが、山口小学校は 10月 15日（土）の実施予定となっています。 

本年度の運動会、体育祭（体育大会）ですが、感染症対策、熱中症対策を行い、保護者と

一緒に食事をとる場面は無しとしています。また、観客は可（あり）としますが、各学校の

児童生徒数やグラウンドの広さが違いますので、人数制限などにつきましては保護者の理解

を得ながら各学校で判断してもらうということで進めております。 

今後ですけれども、感染状況によりましては、国・県の方針で制限等がかかる場合があり

ますので、運動会を延期または中止することがあるかもしれません。今の状況ではこの日程

のとおり開催する予定で進めております。 

なお、来賓ですけれども、基本的には来賓は全てなしということにしておりますので、教
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育委員の皆様も今回の運動会では来賓として参加していただけませんが、御理解いただきた

いと思います。 

 以上で、報告（２）小・中学校の運動会・体育祭・体育大会の日程についての説明とさせ

ていただきます。 

○ 千歳教育長 

 運動会・体育大会の件につきましては、８月 25日の校長会で、もう一度、各学校の対応に

ついて確認したいと思っております。 

 この件について御質問等はございませんか。 

 ないようでございますので、次に報告（３）教育委員会行事予定について、学校教育課か

ら報告をお願いします。 

○ 松本学校教育課長 

 教育委員会の行事予定について、資料は 15ページをご覧ください。 

 本日８月 22 日から９月末までの教育委員会の行事予定を記載しております。これも主な

もののみ説明させていただきます。 

 ８月 23日、火曜日、但馬教育塔合祀祭を但馬文教府で開催します。これにつきましては、

但馬の教育委員会連合会がする事業ですけれども、本年度は朝来市が当番ということで今準

備をしているところでございます。千歳教育長、それから青田職務代理者に出席をしていた

だきます。 

 ８月 24日、水曜日、初任者懇談会を本庁で開催します。それから、道徳教育実践研修をジ

ュピターホールで開催します。 

 ８月 25日、木曜日、第５回校長会を開催します。それから、第１回教育支援委員会を開催

します。 

 ８月 27日、土曜日、保育教諭の二次試験面接を実施します。 

 ８月 31日、水曜日、第２回教育支援委員会を開催します。 

 ９月１日、木曜日、９月議会が始まります。９月議会の日程ですけれども、９月７日の水

曜日が２日目となっております。９月９日の金曜日、12日の月曜日、13日の火曜日に一般質

問が予定されております。９月 29日の木曜日が議会の最終日となっております。 

 ９月２日、金曜日、教育事務所教育長ヒアリングが豊岡市で開催されます。 

 ９月５日、月曜日、陳情と書いておりますが、これは県教育委員会事務局に高等学校等振

興協議会の要望を行います。 

 ９月 15日、木曜日、先ほど言いました学校訪問です。朝来中学校を訪問します。教育委員

の皆様にもお世話になりますけれども、よろしくお願いします。 

 ９月 27日、火曜日、第６回定例教育委員会を開催する予定にしております。 

 ９月 29日、木曜日、第３回教育支援委員会を開催します。 

 ９月 30日、金曜日、辞令交付式ということでございます。辞令交付式は、今年の４月に採
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用されました市の職員が６か月を経過するということで、正式採用になるということで辞令

交付をするものでございます。 

 以上、報告（３）教育委員会行事予定についての説明とさせていただきます。 

○ 委員 

 失礼します。教育支援委員会というのが３回あるんですけれども、教育支援委員会とはど

のようなものでしょうか。 

○ 松本学校教育課長 

 教育支援委員会は、特別な支援を必要とする児童生徒について、来年度、特別支援学級へ

の入級がふさわしいのか、県立特別支援学校への就学がふさわしいかについて、医師や特別

支援学校の先生、市福祉担当者などの専門の人に審議していただく会議でございます。３回

開催して、児童生徒の望ましい就学について審議する委員会でございます。 

○ 千歳教育長 

 毎年、その対象の児童生徒の数が増え、100人を超しております。かつて、教育支援委員会

は年２回の開催だったんですが、令和２年度から年３回、開催しております。 

 ほかに御質問等はございませんか。 

 ないようでございますので、以上で本日の報告事項は終わりですけれども、ほかに各課か

ら報告がございましたらお願いします。 

 今井給食センター所長、お願いします。 

○ 今井学校給食センター所長 

 給食センターからですけれども、給食センターで使用しています生野菜等につきましては、

流水で十分洗浄して消毒しております。生のままで利用しますフルーツなどにつきましては、

これまで次亜塩素酸水に浸しまして消毒を行ってきましたけれども、このたび作業効率と安

全性の面から微酸性電解水を生成する装置を導入しました。これにつきましては PH とか塩

素濃度が低いということで塩素の臭いが若干抑えられるということで、また浸漬時間が短縮

されるということで調理員の時間短縮になるということでございます。微酸性電解水装置に

つきましては、水道水と塩酸と食塩水を電気分解により生成する装置です。給食センターで

は２学期から給食で提供するフルーツの殺菌に用いることで今準備をしておる状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○ 千歳教育長 

 ２学期の給食の開始は何日からでしょうか。 

○ 今井学校給食センター所長 

 １日から生野中と和田山中が先行して、ほかは２日から提供するようにしております。 

○ 千歳教育長 

 始業式が終わった日ですね。授業時数の関係もあるし、特に中学校は体育祭を控えている
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関係でやっていると思います。ほかの学校は２日から開始でしょうか。 

○ 今井学校給食センター所長 

 そうです。 

○ 千歳教育長 

 分かりました。どうもありがとうございます。 

 報告事項は終わりました。 

 それでは、次回の第６回の定例教育委員会は９月 27日の火曜日、午前 10時 00分から 403

会議室で行いますのでよろしくお願いします。 

 以上をもちまして、令和４年度第５回の教育委員会定例会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

閉会 午前１０時４８分 

 


